
 

令和 ８年 ２月１８日 

 

名張市避難行動要支援者等支援システム整備事業委託質問事項回答書 
 

名張市避難行動要支援者等支援システム整備事業委託に係る質問事項について、次のとおり回答します。 

（令和8年2月１７日（火）まで質問事項全件回答） 

No. 
質問項目 

（資料、頁記載） 
質問内容 回   答 

1 

募集要領 

3 手続き等 

(3)参加手続き 

⑥企画提案書等の提

出締切日 

募集要領「3(3)⑥企画提案書等の提出締切日」におい

て「提出書類は書面にて各12部」と記載されておリま

す。このうち、代表者印の押印が必要となる「企画提案書

（様式3-1)」および「見積書（様式3-2)」につきまして、

正本1部のみ押印し、副本11部は押印なしでの提出で

よろしいでしようか。 

提出書類のうち、押印が必要な企画提案書（様式3-

1)」、見積書（様式3-2)）については、正本1部は押印、

副本11部は押印なしの提出で差し支えありません。 

2 

企画提案書作成要領 

8.添付書類、および

募集要領3(3)⑥につ

いて 

企画提案書作成要領の「８．添付書類」において、「可能

な限り、システムから出力できる帳票をサンプルとしてま

とめ、別冊で提出すること」と記載されております。この

「別冊の帳票サンプル」につきましては、多数の帳票を含

むためページ数が膨大になることが予想されます。つき

ましては、環境配慮等の観点から、当該資料（別冊）に限

っては書面（紙媒体）での提出を省略し、電子データの

みでの提出とすることは可能でしようか。（もし電子デー

タのみの提出が不可の場合、書面提出の部数を「1部

(正本のみ）」とする等の軽減措置が可能か併せてご教

示いただけますと幸いです。） 

 

企画提案書作成要領の「８．添付書類」におけるシステ

ム出力帳票のサンプルについては、PDF形式による電子

データのみによる提出で差し支えありません。 



 

3 

募集要領 

 (4)審査及び選定方

法 

②プレゼンテーション

実施方法 

募集要領のプレゼンテーションに関する項目に『企画提

案は「企画提案書」の電子データを利用して行い』とあ

りますが、当日の説明補助として、審査委員の手元配布

用資料を用意することは可能でしょうか。具体的には、既

に提出した企画提案書の抜粋した「概要版」のような資

料を想定しています。（新たな惰報を追加するものではな

く、短時間での説明を円滑に行うための補助資料として

の配布も認められないか、確認させてください。） 

企画提案書と内容に相違なければ、プレゼンテーション

時に抜粋した「概要版」を利用することは差し支えありま

せん。なお、「概要版」を利用する場合は、企画提案書等

の提出日に電子データも併せて提出をお願いします。 

４ 

募集要領 

(4)審査及び選定方

法 

②プレゼンテーション

実施方法 

プレゼンテーションの時間配分について質問いたします。

審査方法に「企画提案書説明及び実機による実演（40

分）」と記載されておりますが、この40分の枠内における

「提案書説明」と「実機デモンストレーション」の時間配

分は、提案者の裁量（任意）で決定してよろしいでしょう

か。（例：説明20分、実演20分とするなど）また、実演の

時間に最低限確保すべき分数等の指定があれば併せて

ご教示ください。 

プレゼンテーションについては、40分の時間内で提案者

の裁量（任意）で自由に配分していただいて差し支えあ

りません。 

５ 

仕様書 

3.2導入システム機

能要件 

3.2.2 

仕様書の「3.2.2導入システム機能要件」において、『本

システムと速携する地理情報システムは、ゼンリン社の電

子住宅地図「ZMap-Town II」を採用すること』と製品

名が特定されて記述されています。また、「4.1調達物

品」においても同様に製品名が記載されていますが、本

件は当該製品(ZMap-Town II)の導入が必須要件

（指定品）であリ、他社の同等機能を有する住宅地図デ

ータの採用は認められないという認識でよろしいでしょう

か。 

仕様書の「3.2.2導入システム機能要件」に詳細な住宅

地図情報（表札情報等）の活用を前提として、ゼンリン

社の電子住宅地図「ZMap-Town II」を指定しています

が、他社で同等機能を有する住宅地図データがある場

合は、提案が可能です。この場合、事前に本市に同等機

能を有するか確認をお願いします。 



 

６ 

仕様書 

3.2導入システム機

能要件 

3.2.3 

仕様書に「調査結果等のデータを避難行動要支援者等

支援システムと情報連携できる仕組みを有すること」と

記載されております。この「情報連携」とは、高齢者実態

調査で収集した「緊急連絡先」等の変更情報を、避難行

動要支援者等支援システムの台帳データとして取り込

み、更新・反映させることが可能であるという認識でよろ

しいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

 


